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議案第４５号 

小田原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

［改正理由］ 

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が一部改正され、補償基礎

額が引き上げられること等に伴い、本市の非常勤消防団員等の公務災害補償につい

てこれに応じた措置を講ずるため改正する。 

［内  容］  

 １ 消防作業従事者等の補償基礎額の引上げ（第５条関係） 

   消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を１０，０００円（現行は、  

９，７００円）に、最高額を１５，０００円（現行は、１４，５００円）に引き

上げることとする。 

 ２ 補償基礎額の加算額の引上げ等（第５条関係） 

   配偶者を補償基礎額の加算の対象となる扶養親族から除外するとともに、扶養

親族たる子に係る補償基礎額の加算額を次のように引き上げることとする。 

改 正 後 改 正 前 

１人につき４３３円 １人につき３８３円 

３ 非常勤消防団員の補償基礎額の引上げ（別表関係） 

    非常勤消防団員の補償基礎額を次のように引き上げることとする。 

（ ）内の数字は、現行の金額 

階      級 
勤   務   年   数 

１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 

団長及び副団長 
１３，３４０円 

（１２，９００） 

１４，１７０円 

（１３，７００） 

１５，０００円 

（１４，５００） 

分団長及び副分団長 
１１，６７０円 

（１１，３００） 

１２，５００円 

（１２，１００） 

１３，３４０円 

（１２，９００） 

部長、班長及び団員 
１０，０００円 

（９，７００） 

１０，８４０円 

（１０，５００） 

１１，６７０円 

（１１，３００） 

［適  用］ 

  令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給す

べき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償

年金について適用 


